
 

- 1 - 

令和７６年度文部科学省政策評価実施計画（案） 

 

令和７６年〇４月〇１日文部科学大臣決定 

 

「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成１３年法律第８６号）（以下「政

策評価法」という。）及び「文部科学省政策評価基本計画」（令和５年４月１日文部科

学大臣決定、令和６年４月１日一部改定）（以下「基本計画」という。）に基づき、令

和７６年度文部科学省政策評価実施計画（以下「実施計画」という。）を以下のとおり

定める。 

 

第１ 計画期間 

本実施計画の計画期間は、令和７６年４月１日から令和８７年３月３１日までとす

る。 

 

第２ 政策評価の対象 

政策評価の実施に当たっては、基本計画の別紙（参考参照）に定める「文部科学省

の使命と政策目標」に沿って、以下の１及び２のとおり評価対象を設定する。 

 

１．事後評価 

 (1) 文部科学省の政策全般に関する評価 

令和７６年度は教育、科学技術・学術、スポーツ及び文化の政策分野ごと

に、新たな政策評価の手法の導入や意思決定過程における活用方法等の新制度

に向けた試行的な取組を継続する。 

   

 (2) 規制に関する評価 

文部科学省の所掌に係る政策のうち、「行政機関が行う政策の評価に関する法

律施行令」（平成１３年政令第３２３号）（以下「施行令」という。）第３条第６

号に掲げる政策を対象とする（事後評価の実施時期が令和７６年度に到来した

もの）。 

 

(3) 租税特別措置等に関する評価 

文部科学省の所掌に係る政策のうち、施行令第３条第７号及び第８号に掲げ

る政策を対象とする（事前評価あるいは事後評価実施年度から５年以内）。 

なお、既存の租税特別措置等の拡充又は延長の要望に際して事前評価を実施

した場合は、事後評価の要素を含んでいることから、当該年度に事後評価を実

施したものとみなす。 

 

２．事前評価 
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(1) 研究開発に関する評価 

令和８７年度予算において新規又は拡充を予定している事業のうち、施行令

第３条第１号及び第２号に掲げるものを対象とする。この場合、研究開発に関

する評価の単位及び事業名については、原則として、予算概算要求の単位・事

業名と一致させるよう留意する。 

 

(2) 規制に関する評価 

令和７６年度中に新設又は改廃される法律又は政令のうち、施行令第３条第

６号に掲げるものを対象とする。 

 

(3) 租税特別措置等に関する評価 

令和８７年度に新設等を予定している租税特別措置等のうち、施行令第３条

第７号及び第８号に掲げるものを対象とする。 

 

第３ 評価の実施方法 

１．事後評価の実施方法 

(1) 文部科学省の政策全般に関する評価の実施方法（実績評価方式等）  

政策分野ごとに最も適切な方法で実施する。 

 

 (2) 規制に関する評価の実施方法（事業評価方式） 

政策所管部局は、事業評価方式により、規制の必要性、影響、費用と効果

（便益）の関係、代替案との比較等について、行政行為ごとに事後評価を実施

する。 

 

(3) 租税特別措置等に関する評価の実施方法（事業評価方式） 

政策所管部局は、事業評価方式により、必要性、有効性、相当性等につい

て、事後評価を実施する。 

 

２．事前評価の実施方法 

   (1) 研究開発に関する評価の実施方法（事業評価方式） 

政策所管部局は、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２８年１２

月２１日内閣総理大臣決定）及び「文部科学省における研究及び開発に関する

評価指針」（平成２９年４月１日文部科学大臣決定）等を踏まえて事前評価を行

う。その際、科学技術・学術審議会等において有識者の知見を聴取することを

基本とする。 

 

(2) 規制に関する評価の実施方法（事業評価方式） 

政策所管部局は、事業評価方式により、規制の必要性、影響、費用と効果
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（便益）の関係、代替案との比較等について、行政行為ごとに事前評価を実施

する。 

 

(3) 租税特別措置等に関する評価の実施方法（事業評価方式） 

政策所管部局は、事業評価方式により、必要性、有効性、相当性等につい

て、事前評価を行う。 

 

３．評価結果の公表 

政策所管部局は、国民への説明責任の徹底を図る観点から評価書の要旨を作成

し、各評価書と同時に公表する。 

 

第４ 政策評価結果の政策への反映状況の公表 

政策所管部局は、政策評価法第１１条の規定に基づき、令和７６年度に行った事前

評価及び事後評価結果の政策への反映状況に関する報告書を作成し、公表する。 

 

第５ 実施計画の見直し 

実施計画については、政策評価の実施状況等を踏まえ、必要が生じた場合には計画

期間内においても所要の見直しを行う。 

 

第６ その他 

実施計画に定めるもののほか、令和７６年度に行う政策評価に関し、必要な事項は

別に定める。 
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 （参考） 


